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４ もしもの時の行動マニュアル 

☞ もしも震度５強以上の大地震が発生した時の行動マニュアル 

４．１ 自分と家族の命を守り、そして隣近所の近助、班の共助へ！ 

 

（１）住民の隣近所での近助への行動 

自分と家族の安全が確保でき、自宅が倒壊・半壊せず待機できる住民は、玄関先に黄旗を掲げま

しょう。そして、隣近所の黄旗が掲げられていないお宅へ声かけをしましょう。 

その一方、安全が確保できたにも拘わらず自宅が倒壊・半壊した住民は、以下の行動をお願いし

ます。 

・外へ脱出した後は一人で行動せず、隣近所の方に助けを求めてください。 

・非常持出品および非常備蓄品が持ち出せない場合には、班の災害時集合場所へ向かって くだ

さい。 

・避難する際に、安否メモ（自分と家族の安否情報、避難先、連絡先）を書いて、玄関口など

に貼り出すとよいです。 

・自宅が倒壊・半壊し、自分もしくは家族の安全が確保できない住民は、自宅から外へ出られ

なくても、大声や打音を出し、笛を吹いて、助けを求めてください。 

・隣近所で倒壊・半壊した住宅内に被災者がいれば、一人で行動せず、隣近所の住民や災害時

集合場所の救護活動チーム（後述）からの応援者が来てから、自分の安全を確保して、救

出・救護をしましょう。 

 

（２）班の共助への行動 

自分と家族の安全が確保できた住民のうち、班内の共助に参加できる方は、災害時集合場所にお

いて、以下のようなお願いをしてください。 

1)隣近所（グループ）での安否確認（黄旗出し有無）、住宅の全壊・半壊有無を確認。 

2)班内で黄旗を出していないお宅の状況を確認して、その結果を報告するようお願いしてくだ

さい。 

3)避難してきた住民を各丁目の災害時集合場所へ避難誘導するよう依頼してください。 

4)班の住民の安否確認・住宅の損壊有無の情報を、各丁目の災害時集合場所に設置された「救

護活動チーム」の情報班（後述）に報告するよう依頼してください。 
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４．２ 地震発生直後からの行動パターン 

 

地震から身を守るためには、地震直後から時間経過とともに変化する対応策を知っておきましょう。 

❝自分の身を守る❞ 
地震発生から ・テーブル・机の下に入る 。倒れてくる家具や落下物に注意すること。 

０分～１分  ・近くにクッションや座布団がある場合は、それを覆って頭部を守る。 

・ドアや窓を開けて、逃げ道を確保する。 

  

❝すばやく火の始末をする❞ 
１～２分   ・以下のタイミングで、ガスレンジやガス/石油ストーブの火を消す。 

①揺れを感じたとき 

②大揺れがおさまった時 

③出火した直後 

・出火したら、慌てず落ち着いて初期消火する。 

・ライフライン復旧後の火災防止のため都市ガスの元栓、電気のメインブレー 

カーを切る。 

  

❝家族の安全確認❞ 
２分～１０分 ・靴・スリッパを履いて、ガラスの破片などから足を守る。 

・大地震の後の余震に注意する。 

・自分と家族の安全を確認して、確認ができたら黄旗を玄関先に掲げる。安全 

が確保できていない場合、大声や打音を出し、笛を吹いて救助を求める。 

・非常持出品を手近に用意する。（表１; p7） 

・家屋が全壊、半壊したら各災害時集合場所に避難する。 

・土砂災害の前兆現象があれば、すぐに避難する。 

・保育園、幼稚園や小・中学校に子どもを迎えに行く。 

 

❝隣近所の安否を確認して、お互いに助け合う❞ 
１０分～半日 ・隣近所に声をかけ、安否を確認する。 

・避難行動要支援者（お年寄り・身体不自由な人など）の安全を確保する。 

・家屋から出火や全壊・半壊していたら大声で知らせ、一人で行動せず、応援 

者が着いてから、助け合って消火・救出活動をする。 

 

❝自分や地域でしのぐ！❞ 
半日～３日  ・水食料は非常備蓄品でまかなう。（表１; p7） 

・ラジオなどで正しい災害情報や広報を入手する→デマに惑わされない。 

・壊れた家に入らない。 

・助け合い、譲り合いの心をもつ。また、お年寄りや身体の不自由な人の世話
をする。 

・避難所（ミニ防災拠点）の今泉小学校ではルールを守る。 

 

❝生活を立て直す❞ 
３日以降   ・住民・企業・行政が協力して町内を復興する。 

・ボランティアとコミュニケーションをとりながら作業を進めていく。 

・行政・電気会社・企業をかたる詐欺・窃盗など犯罪に気を付ける。 

・落ち着いたら片付け前に被害記録写真を残し、罹災証明を提出する。 

・生ごみなど燃やすごみは、指定された収集場所に出す。 

 



11 

大地震発生。とっさの行動！ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
一時避難場所（災害時集合場所）、防災拠点 

一時避難所（災害時集合

場所） 
災害時の今泉台町内会が指定する災害時集合場所に一時的に避難しま

す。そこが救護活動の拠点となります。場所は以下の８箇所で位置図は

“別添資料ｐ4”を参照願います。 
 

柳谷戸ひよこ公園、２丁目ロータリー、洗心庵広場、吉ガ沢公園、 

５丁目グリーンベルト、６丁目グリーンベルト、７丁目クローバー広場、 

うさぎ公園  
災害対策本部 災害時に今泉台町内会の救護活動や情報収集の中心となる災害対策本部

になります。 

・今泉台町内会館 

指定避難所 

(ミニ防災拠点) 
ミニ防災拠点は、災害時の状況に応じて鎌倉市の判断で開設します。な

お、避難者の収容人数は 1,000 人を予定しています。 

・今泉小学校（震度 5 強以上で避難所開設） 

福祉避難所 一般の避難所では生活に支障が生じることが想定される方々（高齢者、

障害者、乳幼児や妊産婦など）が滞在することを想定した避難所です。 

・今泉さわやかセンター 

広域避難場所 地震等災害時に火災の延焼拡大により避難所に留まることが危険になっ

た場合の一時避難する空地。火災の煙や輻射熱から生命を守るものであ

り、大火災が発生しなければ避難する必要がありません。 

・鎌倉カントリークラブ 

  

先ず被災状況を確認してください 

自分と家族の安全が確保でき、
自宅で待機できる 

自分と家族の安全は確保できたが、
自宅待機ができる状態ではない 

（被災で自宅が崩壊した等） 

自分もしくは家族の安全が 
確保できない 

黄旗を玄関先に掲げてください 

次に 

時間経過により震災がある程度
落ち着いた場合、隣近所/班の
被災者救護を行ってください 

さらに 

最寄りの災害時集合場所に行け
る方は、災害時集合場所で救護
活動チームに加わってください 

 

最寄りの災害時集合場所に行って
ください 

町内会役員、救護活動チームのリ
ーダーや役割班の指示に従ってく
ださい 

 

助けを求めてください 

・自宅から動ける場合 

最寄りの災害時集合場所に行
って情報班、消火班、救出救
護班に助けを求めてください 

・自宅から動けない場合 

声や音を出して近くの人に助
けを求めてください。 

 

救護活動にご協力ください！ 
(隣近所/班、災害時集合場所) 

災害時集合場所へ向かって 
ください！ 

助けを求めてください！ 


